
南城市ＥＳＬキャンプ２０２６募集要項 

南城市海外短期留学等実行委員会 

１．主旨 

将来を担う小中学生が宿泊型キャンプで、専門講師による英語の集中講座や、課外活動を体験して、

英語学習への意欲を高め自主性や積極性を養うことを目的とする。 
 
２．内容 

米国大学の講師を招き、県内の宿泊施設にて６泊７日の英語学習を行うことで、子どもたちが楽しく

英語を学び、英語力の向上を図るとともに、将来の米国留学への契機とする。 
 
３．募集人員及び募集対象 

募集人員 ２０名（小学生１０名、中学生１０名） 

募集対象 南城市に在住し、学校教育法で定める学校に在籍する小学５・６年生及び中学１～３年生 

下記の要件を満たし、かつ団体生活が可能な者 

（１）健康で積極的に活動できる者 

（２）全ての本事業日程に参加できる者 

（３）原則として、これまで南城市海外短期留学事業に１度も参加した事がない者 
 
４．実施場所及び期間 

実施場所 沖縄県立名護青少年の家（名護市字名護５５１１ 電話番号０９８０－５２－２０７６） 

※会場への送迎については、各家庭での対応となります。 

実施期間 令和８年８月９日（日）～令和８年８月１５日（土）【６泊７日】 
 
５．講師及び引率者 

米国大学講師及び外国語指導助手、ドットソリューションズ株式会社 
 
６．事業費 

事業費   １０７，８００円（事業費は英語授業費、教材費、宿泊費、食費、シーツ代等を含む） 

自己負担金  ３５，０００円 

令和８年４月１日時点で、要保護（生活保護）、準要保護（就学援助）として認定されている場合は、

減免することができる。 

（１）要保護認定者の自己負担金   免除 

（２）準要保護等認定者の自己負担金 １０，０００円 
 
７．参加者説明会 

日時 令和８年８月４日（火）午後６時３０分受付 午後７時００分開始 

場所 南城市役所 １階 大会議室 

対象 ＥＳＬキャンプへの参加が決定した児童生徒及びその保護者 
 
８．申込手続 

申込方法 右下の二次元コードより申込フォームへアクセスし必要事項を送信 

申込期間 令和８年６月１７日（水）午前８時３０分～令和８年７月７日（火）午後５時００分 
 
９．選考方法 

応募者多数の場合は、事務局による抽選により参加者を決定（先着順ではありません） 
 
１２．お問い合わせ 

南城市海外短期留学等実行委員会（南城市教育委員会 生涯学習課内） 

住所   南城市佐敷字新里１８７０番地 

電話番号 ０９８－９１７－５３６９ 
 

表 



同意事項 

 

１．体調不良者への対応及びプログラム実施運営について 

①新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ等と診断され、開催日までに療養期間が解けなかっ

た場合は参加受入不可とします。 

②プログラム参加直前での発熱及び風邪症状があった場合は早急に事務局までご連絡ください。 

③プログラム開始当日において発熱等の体調不良がある場合は参加受入不可となります。また、プロ

グラム参加期間中に発熱等の体調不良がある場合、途中退所としますのでご了承ください。 

④その他、運営スタッフがプログラム参加継続不可と判断した児童、生徒は退所とします。 

⑤このプログラムは団体での宿泊及び活動が基本となり、個別に特別な配慮をすることはできません

のでご了承ください。 

 

２．参加キャンセル等の取扱い及び途中退所について 

①いかなる理由であっても、参加決定後の辞退、参加受入不可、途中退所となった場合、事業費（自

己負担金）の返還はできませんので、予めご了承ください。 

②プログラム運営上、参加キャンセルや発熱等の体調不良がありましたら早急に事務局まで申し出て

ください。 

 

３．個人情報の取扱いについて 

①参加申込情報を始め、このプログラムにおいて収集した情報は、使用目的の範囲内で適切に取り扱

いいたします。 

②参加者として決定した場合、氏名、学校名等の情報を公表することがございます。 

③本事業の周知目的等でプログラム参加期間中に撮影した写真等を、マスコミ及び本実行委員会がホ

ームページ等に掲載することがございます。 

 

４．参加者の決定について 

募集定員を上回った応募があった場合は、事務局による抽選により決定いたします。 

また、その決定に関して不服を受け付けないものとします。 

※参加者を決定した場合、事務局より通知いたします。 

 

５．事業の中止について 

①感染症関連や受入施設の制限により、事業を中止する場合があります。 

②応募者の状況で、事業運営が困難と判断した場合は事業を中止いたします。 

③天災などの影響により事業開始及び事業継続が困難と判断した場合は事業を中止いたします。 

④その他、本実行委員会において事業継続が困難と判断した場合は事業を中止いたします。 

 

６．その他 

①事業費の自己負担金が、指定の日付までに入金を確認できない場合は、参加資格を取り消す場合が

あります。 

②プログラム実施中の傷病等に関しましては、本実行委員会が加入する傷害保険の範囲内での保障と

なりますので、必要がありましたら参加者個人での対応をお願いします。 

裏 


